
学生教育研究災害傷害保険

（通称：学研災）

授業中

通学途中

課外活動中

学校行事参加中

のケガに対し、保険金が給付される保険

2025年度学園生活オリエンテーション



学研災とは？

学生生活における事故（ケガ）に備える保険です

・大学が全学生の加入手続きを行っていますので、
皆さんが個別に加入の手続きを行う必要はありません。

・中央大学ではBタイプ（通学特約付き）に加入しています。

・補償期間は4年間。2025年度入学生の加入期間は

2025年4月1日～2029年3月31日です。



以下の活動中に、自身が負ったケガが対象です。
（活動中に熱中症となった場合は対象になります）

ただし、通院日数の条件があります。

・正課（授業）中

・大学行事中

・キャンパス内での活動中（移動中含む）

・通学中（自宅と大学の往復途中）

・大学施設内外で大学に届け出た課外活動中

※学友会所属部会、ボランティアセンター公認団体の

課外活動中に限ります。

保険金が支給されるのはどんな時？



支給対象となる通院日数

正課（授業）中
大学行事中

治療（通院）
1日以上のケガが対象

大学施設内（課外活動を除く）
通学中（自宅と大学の往復途中）
大学施設設置等相互間の移動中

治療（通院）
4日以上のケガが対象

大学施設内外で大学に届出た
課外活動中

治療（通院）
14日以上のケガが対象



補償対象となる事例
【授業中】
・体育実技の授業中にケガをした。
・体育実技の授業中に熱中症になった。
・実験中に薬品が足にかかり火傷した。
・ゼミ合宿中に工場を見学していた際、転倒してケガをした。

→治療日数1日以上から、補償対象となります。

【通学途中】
・電車で通学中、駅の階段で躓いてケガをした。
・バイクで通学中に壁に激突してケガをした。
・自転車で帰宅中に転倒してケガをした。
・バスで通学中に急ブレーキがかかって倒れてしまいケガをした。
・通学のため、最寄り駅まで自転車で移動中にケガをした。
・徒歩で通学中に熱中症になった。

→治療日数4日以上から、補償対象となります。
ただし、授業や課外活動を目的とした通学でない場合は対象外。



【学校行事中】
・白門祭（大学祭）に参加していた際にケガをした。
・入学式後の移動中に階段で足を踏み外してケガをした。
・健康診断中、出口の段差に躓きケガをした。

→治療日数1日以上から、補償対象となります。

【大学施設内外で大学に届け出た課外活動中】
・キャンパス内で硬式野球部の練習中にケガをした。
・キャンパス内でサッカーサークル（公認部会）の活動中にケガをした。
・外部施設でバレー部の合宿中にケガをした。
・外部施設でテニスサークル（公認部会）の活動中にケガをした。

→治療日数１4日以上から、補償対象となります。

【大学施設設置等相互間の移動中】
・多摩キャンパスで行われる剣道部の練習に参加するため、後楽園キャンパ
スから移動中にケガをした。
・ダンスサークル（公認部会）の練習に参加するため、外部施設へ移動中に
ケガをした。

→治療日数4日以上から、補償対象となります。

補償対象となる事例



補償の対象とならない主な事例
・ハンドボール部の活動中にケガをしたが、10日間の通院で完治した。
→課外活動中のケガは治療日数14日間以上から補償対象となります。

14日未満で完治した場合は対象外です。

・授業後にアルバイト先へ向かうために移動中、ケガをした。
→通学もしくは帰宅途中ではないため、対象外となります。

・大学内の図書館で自習をするために、キャンパスへ向かう途中でケガをした
→学校の授業を受けるもしくは課外活動への参加目的を持った通学でない場
合は対象外となります。

・外部施設でテニスサークル（非公認）の活動中にケガをした。
→原則として、大学非公認サークルの活動は対象外です。ただし、学内にお
ける活動中であれば、「学校施設にいる間」のケガとして補償対象となる場合
があります。

・授業予定はないが、図書館で自習するために大学へ行く途中にケガをした
→授業を受ける、もしくは課外活動（公認部会）に参加することを目的とした
通学でない場合は対象外となります。



保険金の請求方法

ここからは、学研災の保険金請求手順についてご案内し
ます。もし、自身のケガが補償の対象となるかわからない
場合は、大学窓口へ問い合わせてください。

学友会所属部会の課外活動中
学友会事務室
042-674-4304

上記以外全て
学生生活課（多摩）
042-674-3471

担当窓口（全学部共通）



保険金の請求方法

学研災の保険金請求は、アプリ「Skett Book」を使って
行います。各ストアで「Skett Book」と検索するか、以下の
URLよりダウンロードができます。

App Store
https://apps.apple.com/jp/app/skettbook/id6444018259

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toki
omarine_nichido.skettbook&hl=ja&gl=US

https://apps.apple.com/jp/app/skettbook/id6444018259
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tokiomarine_nichido.skettbook&hl=ja&gl=US


Skett Book



保険金の請求方法

操作マニュアルを参照の上、請求手続きを行ってください。

https://www.chuo-
u.ac.jp/uploads/2024/03/campuslife_support_insurance_0
2_20240308.pdf?1710217754777
↑操作マニュアル（中央大学公式webサイト）

主な手順
１．事故通知（ケガ内容の入力）
２．保険会社からの受付通知確認
３．保険金請求書の提出

※大学や保険会社からの問い合わせが入る場合がありますので、
適宜対応してください。

https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2024/03/campuslife_support_insurance_02_20240308.pdf?1710217754777


任意保険

学研災加入者が加入できる任意保険です。

すでに別の任意保険に入っている人もいると思います
が、補償内容を比較してみてください。

加入手続きを2025年4月30日まで受け付けています。
もし、4月30日以降に加入する場合は、パンフレット
記載の保険代理店までお問い合わせください。

学研災付帯学生生活総合保険（略称「付帯学総」）



付帯学総では、風邪などの病気による通院であっても、
1日目から自己負担分（病院窓口で支払った金額）が
補償されます。調剤薬局で処方された薬代も対象です。
もちろん、ケガによる通院も1日目から対象！！

※学研災では「怪我」のみが対象（病気は対象外）

～その他の特徴はパンフレットをご確認ください～

「付帯学総」の特徴



付帯学総のパンフレット（一部抜粋）



付帯学総のパンフレット（一部抜粋）



付帯学総のパンフレット

PDF版のパンフレットは、以下のリンクより閲覧すること
ができます（中央大学公式webサイト）

https://www.chuo-
u.ac.jp/uploads/2025/02/campuslife_support_insurance
_03_20250228.pdf?1742369271357

※加入手続き（保険金の支払い等）もwebで完結します

https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2025/02/campuslife_support_insurance_03_20250228.pdf?1742369271357


最後に

自身が負った怪我が学研災の補償対象になるかわからな
い場合は、以下の担当窓口までお問い合わせください。

学友会所属部会の課外活動中
学友会事務室
042-674-4304

上記以外（全キャンパス対象）
学生生活課（多摩）
042-674-3471

担当窓口(全キャンパス共通）



ケガをしてしまった場合は
補償の対象かご確認を！


